
 ９. ジェネリック医薬品の利用促進について

ジェネリック医薬品の利用促進のため、「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」を送付しています。

ジェネリック医薬品を利用することで、皆様の自己負担額の軽減、医療費の削減・適正化につながります。

通知がお手元に届きましたら、かかりつけ医にご相談いただき、ジェネリック医薬品への切替えをご検討

ください。

ジェネリック医薬品について、不明な点がございましたら、医師、薬剤師に相談してください。

希望の方は、業務部業務管理課（03-3292-5008）

大阪支部業務課 （06-6944-4300）までご連絡ください。

※ 「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」は１０月下旬に送付する予定です。
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